入　会　申　込　契　約　書


　　　　　　　　　　相談所　（以下甲という）と　　　　　　　　　　会員名　（以下乙という）とは、甲が乙に会員（会員とは第２条において登録された方）として提供するため以下の契約を結びます。
第１条＜目的＞
本契約は、甲乙相互間の信頼に基づき、甲は乙へ結婚情報サービスを提供し、乙は決められた契約に遵守し、円滑に遂行すること
を目的とする。

第２条＜会員とは＞
会員とは、「本契約書面」「概要書面(重要事項説明書)」「会員サービス利用規約」その他甲作成の書面を熟読し、その内容を理解した上で、本契約書面に必要事項を記入して甲に入会を申し込み、甲によって会員登録を認められた者をいいます。

第３条＜良縁会システム＞
良縁会システムは、株式会社デンファレが業務提携を行っている株式会社日本ブライダル連盟、一般社団法人JBAに所属している相談所が登録した個々の会員情報を通じ、結婚情報として会員に提供する会員制組織です。なお、登録された個人情報や会員の管理は、甲が責任を持って管理します。

第４条＜サービスの目的＞
良縁会システムでは、会員がお互いに会員情報に写真・略歴を掲載し、その中から最も自分にふさわしい結婚相手を選ぶための支援を目的とします。

第５条＜会員資格＞
会員となるには、次の条件を満たす必要があります。
①　本契約書面、その他甲作成の書面を熟読し、理解した上、甲所定書面に所定事項を記入し、甲に提出すること
②　２０歳以上の独身で、一定の住所を有すること
③　暴力団等の反社会的勢力関係者又はこれに準ずる者でないこと
④　法律婚及び事実婚において独身の方
⑤　男性の場合、安定した収入があること
⑥　当社の資格基準に合格された方
⑦　その他第２条に記載の書面の条件を満たすこと

第６条＜入会申し込み＞
１．乙が甲に入会する為には、以下の会費及び書類の提出が必要となります。
①　会員契約書（年月日記載の本書）	入会契約日に提出
②　独身証明書（公的に独身を証明する書類：３ヶ月以内の原本）	入会後１週間以内に提出
③　本人確認書類（運転免許証、住民票）	入会後１週間以内に提出
④　卒業証明書	入会後１週間以内に提出
⑤　収入証明書（所得証明書、源泉徴収票）	入会後１週間以内に提出
⑥　写真（６ヶ月以内撮影）３枚	入会後１週間以内に提出
⑦　入会金・登録料	入会契約後１週間以内に納入
⑧　資格や免許が必要な職業についてはその証明書	入会後１週間以内に提出
２．ご提出いただいた書類は返却いたしません。一定期間保管後、責任を持って破棄させていただきます。

第７条＜会員登録＞
①　甲は、乙による第６条①の会員契約書の提出日を、入会契約日とします。
②　甲は、乙が資格基準に適合した場合、会員として登録します。
③　甲は、乙が資格基準に不適者の場合、その日より２週間以内に第６条でお預かりした会費及び書類を甲の負担で返送致します。尚、この審査基準は開示しないものとします。


第８条＜提供するサービスの内容＞
甲の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連する以下のサービスです。尚、お見合い、ご交際、ご結婚の実現を保証するものではありません。
①　良縁会システムは、お見合いや成婚を保証する組織ではありません、あくまでも情報を提供する組織です。
②　会員情報は、インターネットにて良縁会所属の全相談室にて閲覧されます。なお、印刷による会員情報は会員さんの自宅において閲覧されることがあります。
③　良縁会システムの情報提供は、有効期間内において乙の婚約者（会員間や会員外を問わず）が決まるまでとなります。
④　会員情報に掲載されている内容は、提出された証明用書類に記載された事項以外は自己申告によるデータです。
⑤　乙が会員として登録されると、まず、数名のお見合い希望対象者を選んで頂きます（乙の略歴が会員情報に掲載されると同時にお見合いの申し込みを実施するため）。また、甲は速やかに掲載手続きを完了するよう努めます。なお、良縁システムへの入力は甲または代行事務が行います。
⑥　甲は、乙からお見合いの申し込みを依頼されたときには、速やかに相手方相談所にその申し込みをするなどの、お見合いの申し込みの準備に着手します。依頼人数は当相談所が決めた人数（月に１００名まで）までとします。お見合い場所は双方相談所の話し合いで決まります。
⑦　連盟他が主催する各種パーティーの中から、会員の条件に合ったパーティーに参加することができます。パーティー・セミナーなど催しものについては、その都度参加費をお支払い頂きます。
⑧　本サービスは有料です。本サービスは２４時間利用可能ですが、システムメンテナンス、故障等から利用できない場合があります。その場合であっても一切補償、割引等は行いません。

第９条＜乙に遵守して頂くことがら＞
①　乙は、提供する書類や証明書などに「虚偽」の記入をしません。
②　乙は、提供する書類等に変更が生じた場合には、速やかに甲に申し出ます。
③　乙は、会員情報への写真・生年月日・略歴その他の掲載を認めるものとします。
④　乙は、会員登録をする予定の方や登録している方、また、お見合い相手やお見合い相手を探そうとしている方々へ、乙の情報（会員情報に掲載されたもの）をお見せすることを認めるものとします。
⑤　乙には、会員情報やお見合い相手の情報について、掲載されている方々のプライバシーを守るため、第三者に対してお話ししたりお見せしないこと・複製したり自宅外に持ち出さないことを約束して頂きます。なお、退会後も同様とします。また、この約束を守らなかったことによる掲載者やお相手への損害については、乙に負担して頂きます。
⑥　乙には、お見合いパーティーへの参加を問わず、すべて自己の責任において行動して頂きます。
⑦　乙は、婚約する前に会員情報への掲載後の変更事項やその他、結婚するに際し大切な事柄について、お互いに告知し合う（知らせ合う）ものとします。
⑧　乙が、交際をお断りするときには、必ず甲を通してお断り頂きます。また、交際を断られた場合は、交際を強要することなく直ちにあきらめて頂きます。
⑨　乙は、会員情報や個人情報の「送付・伝達」手段として、TEL・FAX・郵便・メール便・電子メール等の方法を認めるものとします。

第１０条＜甲が守ることがら＞
①　甲は、乙の写真・入会申込身上書・独身の証明書等の情報の管理やプライバシーの厳守に最大限の注意をはらいます。
②　甲は、会員情報への掲載や第９条③④の場合を除き、個人を特定できるような情報は第三者に開示しません。
③　良縁申込身上書・会員情報掲載原稿用紙など、個人情報の記載事項については乙自身に記入して頂き、また、後日乙より開示や訂正の要請があった場合には、甲はこれに応じるものとします。

第１１条＜乙は以下の場合に会員資格を失います＞
①　婚約[事実婚]、成婚退会届提出時
②　甲が指定した期日までに第６条の書類を提出しなかった場合
③　会費を３ヶ月以上滞納したとき（但し、休会中は除く）
④　届け出なく３ヶ月以上所在が不明となった場合
⑤　「本契約書面」「会員サービス利用規約」にて定める事項に違反し、甲が登録抹消を相当と判断した場合は、直ちに乙の登録を抹消するものとします。会員登録を抹消された会員は、会員としての権利をすべて失うものとします。
⑥　会員期間が満了し更新を行わなかった場合
⑦　会員登録が抹消された場合
⑧　会員が死亡した場合
⑨　上記➀から⑧の場合、乙は甲に対し、あらゆる請求を行うことができません。

第１２条＜乙は以下の場合に除名となります＞
①　本契約に違反したとき。
②　会員サービス利用規約に違反したとき。
③　良縁会や甲の品位や信用を傷つけたとき。
④　相手会員に対して、物品の販売や投資・宗教の勧誘をしたとき。
⑤　犯罪行為や反社会的な行為を行ったとき。
⑥　甲が会員としてふさわしくない（不誠実・非常識・その他）と認めたとき。
⑦　会員サービス利用規約に違反した場合、甲の判断により本契約を解約することができます。
⑧　上記➀から⑦の場合、乙は甲に対し、あらゆる請求を行うことができません。

第１３条＜費用について＞
乙には、下記の標準料金表（全て税込み表記となります）より決定した費用を負担して頂きます。
－記－
	費用
	金額（税込）
	中途解約時返金

	1 入会金
	円
	有・無

	2 登録料
	円
	有・無

	3 活動サポート費
	円
	有・無

	4 月会費
	円
	-------

	5 お見合い料
	円
	-------

	6 成婚料
	円
	-------

	入会時費用支払い額（初期費用）合計

	①～③及び④の　　　月分
	円
	-------



第１４条＜サービス料等＞
本契約における各種サービス料の定義は以下の通りです。
①　入会金：会員としての地位が付与され、会員として活動するために要する料金です。
②　登録料：会員としての登録、その他、入会時に必要となる事務手続きに要する料金です。
③　活動サポート費：ご成婚に向けた会員活動へのサポート全般（情報管理も含む）に要する料金です。
④　月会費：会員として活動するために月々要する料金です。
⑤　お見合い料：お見合い１回につき要する料金です。
⑥　成婚料：成婚に至ったときにお支払いしていただく料金です。尚、結婚、婚約又はそれらと同等の成果(「結婚の口約束」「宿泊」「宿泊を伴う旅行」
「婚前交渉」「同棲」「交際期間を延長し通算６ヶ月を経過した場合(お見合い後の交際期間は原則として90日)」など)は「成婚」とみなします
(以下同様)。また「成婚」における相手とは、当社会員に限らず当社紹介にかかる他社会員等を含むものとします。
⑦　上記以外の料金は、別枠又は第２条に記載の書面による合意に基づき定めるものとします。
⑧　甲の紹介によって交際が開始され、または、良縁会システムを利用して知り合った場合には、たとえ脱会して婚約（口約束、肉体関係や同棲も含む）が成立した場合でも、成婚料をお支払い頂きます。また、故意に支払いを逃れるような不正な行為があった場合には、調査に要した興信所等の諸費用と成婚料の倍額をお支払い頂きます。

第１５条＜金銭の支払時期、方法＞
①　初回月会費：入会時に本契約書面を取り交わした日より７日以内に(現金・振込・クレジット)にて支払うものとします。１カ月に満たない期間の月会費は、当該月の日数で日割り計算した額とします。
②　入会金：入会時に本契約書面を取り交わした日より７日以内に(現金・振込・クレジット)にて支払うものとします。
③　登録料：入会時に本契約書面を取り交わした日より７日以内に(現金・振込・クレジット)にて支払うものとします。
④　活動サポート費：入会時に本契約書面を取り交わした日より７日以内に(現金・振込・クレジット)にて支払うものとします。
⑤　月会費：毎月翌月分を３０日（１ヶ月が３０日に満たない場合は当該月の最終日）までに(現金・振込・口座振替・クレジット) にて支払うものとします。尚、クレジット利用の場合は、ご契約信販会社規定に準じます。また甲と乙の合意によりこれとは異なる支払い方法支払い日を定めることがあります。
⑥　お見合い料：お見合い当日までに(現金・振込・口座振替・クレジット)にてお支払いいただきます。
⑦　成婚料：甲が成婚と認定した日から７日以内に(現金・振込・クレジット)にて支払うものとします。
また、振込手数料は、乙の負担とし、パーティー・セミナーなど催しものについては、その都度参加費をお支払い頂きます。

第１６条＜損害金を支払っていただきます。＞
①　第９条または第１２条に抵触して、良縁会や甲または相手方に迷惑をかけた場合。
②　良縁会を通じた各種イベントに於いて、乙の不注意から生じた事故や被害を生じさせた場合。

第１７条＜契約の解除＞
甲または乙の都合により契約が解除される場合は、解除する側は速やかに届出を提出することとし、その際の解約返戻金は以下、第１８条、第１９条に定める通りとします。

第１８条＜クーリング・オフ＞
クーリング・オフに関する事項
１．書面を受け取った日から数えて８日間以内であれば、書面または電子的記録により契約の解除（クーリング・オフ）をすることができます。この場合、甲は乙が支払い済みの費用の全額を速やかに返金し、甲は損害賠償や違約金の請求をいたしません。また、契約締結時に甲がクーリング・オフに関する事項につき、不実の告知をしたことによりその内容を誤認したり、また甲が契約者を威迫したことにより困惑し、これらによって上記８日間以内に解約申し出の書面提出を行うことができなかった場合には、甲が改めて書面を交付し、契約者がこれを受領した日から８日間は契約を解除することができます。
２．第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
３．第1項の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、当社は、その解除をした会員に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。

第１９条＜中途解約＞
①　会員は、契約書面を受領した日から起算して八日を経過した後（事業者がクーリング・オフに関して不実のことを告げる行為をしたことにより誤認し、前述の八日間を経過するまでにクーリング・オフを行わなかった場合、会員は、甲がクーリング・オフを行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日か起算して八日を経過するまでの期間を経過した後）は、将来に向かって契約の解除をすることができる。
②　契約が解除されたときは、その解除をした会員に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
Ａ．契約の解除がサービス提供開始前である場合 ３万円までの額
Ｂ．契約の解除がサービス提供開始後である場合（aとbの合計額）
ａ　提供されたサービスの対価に相当する額 
ｂ　２万円または契約残額の２０％に相当する額のいずれか低い額

第２０条＜中途解約時の返金＞
①　成婚退会時は、活動サポート役務提供完了の為、残期間の有無に係らず、当社は、受領済みの活動サポート費の返金は行いません。分割払いの場合は、会員は、残額を支払うものとします。
②　第１２条（除名）の場合は、一切返還いたしません。
③　中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。尚、日割計算は行いません。
④　月途中での解約の月会費は、８日以内なら不要、９日以上ならお支払い頂きます。
④　頂いた書類等は、解除の届出後速やかに全て処分致します。
⑤　中途解約を希望される場合は、書面にて相談所まで郵送ください。

第２１条＜前受金の保全に関する事項＞
前受金の保全措置はとっておりません。

第２２条＜抗弁権の接続＞
ローン・クレジット等割賦販売利用の場合、一定要件のもと当社に対して生じている事由をもって利用信販会社に対抗できます。

第２３条＜サービス提供期間＞
①　本契約の契約期間は、契約日より１年間とする。また病気やその他の理由で休会する場合、休会の有効期間は（連続最長3ヶ月）とします。
②　交際中、お見合いが成立しているもの、及びお見合い申込中で返事待ちのものがあるときに退会する場合は、それらを終了あるいはキャンセル等をした上で退会するものとします。
③　その他契約更新、休会及び退会については、第１条に記載の書面で定める通りです。

第２４条＜サービスの中断、中止＞
１．甲は、以下に該当すると判断した場合、サービスを一時的に中断し又は恒久的に中止する場合があります。この場合、原則として事前に告知しますが、緊急の場合には告知なしに行うことがあります。これにより会員に損害が発生した場合の免責については、第２５条で定める通りです。
①　火災、停電、地震、台風、戦争、暴動、労働争議、その他当社の責に帰さない事由により、サービスの提供ができない場合
②　行政その他よりサービス又は運営を禁じられた場合
③　甲利用のシステムに関して、次項各号で定める事由が発生した場合
④　その他、システム提供会社がサービスの一時的中断を必要と判断した場合
２．システムの提供は、以下の事情で一時的に中断し、又は恒久的に中止される場合があります。
①　システム提供会社の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
②　システム提供会社の設備に障害が発生した場合
③　システム提供会社が利用する電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止又は中断する事によりシステムの提供を行う事が出来ない場合
④　何らかの原因による電力供給の不足があった場合
⑤　天災、地変、戦争、暴動その他不可抗力による場合
⑥　悪意ある第三者による不正なプログラム等が侵入した場合

第２５条＜免責事項＞
１．甲は、以下の事項につき、その責任を負いません。
①　甲の責に帰さない事由により生じた損害、甲の予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、甲は賠償責任を負わないものとします。なお、損害とは、第２４条で定める事項に起因して発生した損害も含まれるものとします。
②　甲が会員に提供するデータについて、その完全性、正確性、適法性、有用性等に関して、責任を負いません。常にプロフィールの記載事項を証明・保証するものではありません。
③　甲の故意又は重過失以外の事由によりシステムの利用を通じて会員のパーソナルコンピュータ等にウイルスが侵入し損害が生じた場合、甲はその一切の責任を負いません。
２．紛争の解決
①　当社に帰責事由がある場合を除き、甲は、乙がお見合いの申し込みをした会員やその関係者に対して、写真や身上書等をお見せしたこと、又第９条③④において写真・生年月日・略歴等を会員情報やインターネットへ掲載したことに関する責任は負わないものとします。また活動中・成婚退会後、会員間に生じた紛争に関しても、責任は負わないものとします。



第２６条＜合意管轄＞
甲と乙との間に紛争が生じた場合には、すべて甲の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第２７条＜未規定事項＞
本契約に定めなき事項については、甲及び乙は協議の上妥当な処理をするものとする。

以上本契約の証として甲･乙各自記名捺印の上、本書を2通作成し甲・乙それぞれ保有するものとします。
□本契約の前に概要書面に沿って契約内容について説明を受け、概要書面にサインをして受取りました。

　　年　　月　　日

甲　　　	乙
相談所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　	住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
TEL.　　　　　　　　　　　担当者名　　　　　㊞

 (
乙は、本会員契約書をよくお読みになり、内容
並びに特定商取引の表示、契約書面
をご確認の上、記名捺印して下さいますようお願いいたします。
)
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